
市
政
モ
ニ
タ
ー
募
集

　
市
政
全
般
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま

な
意
見
を
伺
い
、
提
案
を
受
け
て

市
政
の
活
性
化
を
図
っ
て
い
く
た

め
、
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
て
い
ま

す
。

◇
対
象
　
４
月
１
日
現
在
、
市
内

　
に
１
年
以
上
在
住
し
、
住
民
登

　
録
の
あ
る
満
20
歳
以
上
の
方

　（
市
が
所
管
す
る
他
の
モ
ニ
タ

　
ー
に
応
募
し
て
い
る
方
は
ご
遠

　
慮
く
だ
さ
い
）

◇
定
員
　
15
人
（
応
募
多
数
の
場

　
合
は
地
域
や
年
齢
な
ど
を
考
慮

　
し
て
選
考
し
ま
す
）

◇
任
期
　
来
年
３
月
31
日
ま
で

◇
申
込
方
法
　
は
が
き
に
応
募
理

　
由
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・

　
性
別
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
・

　
職
業
を
記
入
し
て
、
２
月
28
日

　
 
ま
で
に
郵
送
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
も
可
）

▼
申
込
・
問
合
先
　
企
画
課

（
 
35
ー
３
１
３
４
）

（
 
35
ー
３
１
７
４
）

市 政
Ｑ＆Ａ

　市政モニターの皆さ

んとの「市長と語る会」

で出された質問と回答

の一部を紹介します。

広
報
た
か
や
ま
に
つ
い
て

Ｑ 

広
報
紙
は
、
行
政
と
市
民
を

結
ぶ
大
切
な
パ
イ
プ
役
で
す
。
銀

行
や
病
院
な
ど
に
も
置
く
よ
う
に

し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
、
広
報
の
作
成
費
に
も
っ

と
予
算
を
使
い
、
シ
リ
ー
ズ
も
の

や
読
み
も
の
的
な
記
事
を
増
や
す

な
ど
、
親
し
み
の
持
て
る
広
報
紙

に
し
て
ほ
し
い
。

Ａ 

広
報
紙
は
、
新
聞
販
売
店
に

配
布
を
委
託
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
全

世
帯
に
行
き
渡
っ
て
い
る
と
考
え

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
ろ
い
ろ

な
施
設
に
置
く
こ
と
に
つ
い
て
、

今
後
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　
内
容
に
つ
い
て
は
、
伝
え
る
べ

き
情
報
が
多
く
苦
労
し
て
い
ま
す
。

紙
面
を
増
や
し
、
よ
り
分
か
り
や

す
く
、
よ
り
親
し
み
の
持
て
る
紙

面
と
な
る
よ
う
検
討
し
て
い
ま
す
。

駐
車
違
反
に
つ
い
て

Ｑ 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
道
路
に
違

法
駐
車
を
す
る
な
ど
マ
ナ
ー
の
悪

い
運
転
手
が
多
く
い
ま
す
。
対
策

は
と
れ
ま
せ
ん
か
。

Ａ 

違
法
駐
車
に
つ
い
て
は
、
交

通
指
導
員
な
ど
が
巡
回
し
て
指
導

に
あ
た
っ
て
い
ま
す
が
、
最
終
的

に
は
個
人
の
マ
ナ
ー
向
上
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
引
き
続
き
啓
発
し
て

い
き
ま
す
。

皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
・
質
問
を

　  

　
お
待
ち
し
て
い
ま
す

　
市
政
モ
ニ
タ
ー
制
度
以
外
に
面

談
日
や
直
通
Ｆ
Ａ
Ｘ
を
設
け
て
い

ま
す
。
気
軽
に
意
見
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

◎
市
民
と
市
長
の
面
談
日

　
毎
月
１
回
設
け
て
い
ま
す
。
２

月
は
25
日
 
の
午
前
10
時
か
ら

11
時
30
分
ま
で
で
す
。

◎
市
長
室
Ｆ
Ａ
Ｘ

　
市
長
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
が
届
き
ま
す

　
　
　
　（
 
32
―
７
０
０
０
）

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
し
て

い
ま
す
。

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
感
染
を
防

ぐ
た
め
に
、
次
の
こ
と
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
。

◎
人
込
み
を
さ
け
ま
し
ょ
う

◎
空
気
の
乾
燥
を
防
ぐ
た
め
、
室

内
で
は
加
湿
器
な
ど
を
使
っ
て
湿

度
を
保
ち
ま
し
ょ
う

◎
帰
宅
し
た
ら
、
手
洗
い
、
う
が

い
を
し
ま
し
ょ
う

◎
日
ご
ろ
か
ら
十
分
な
栄
養
や
休

息
を
と
り
ま
し
ょ
う

　
な
お
、
症
状
が
現
れ
た
ら
早
め

に
医
療
機
関
に
受
診
し
ま
し
ょ
う

▼
問
合
先
　
市
民
健
康
課

（
 
35
―
３
１
６
０
）

　
第
２
回
飛
騨
地
域
合
併
協
議
会

が
、
２
月
10
日
に
開
催
さ
れ
、
最

初
に
合
併
重
点
支
援
地
域
の
指
定

（
１
月
23
日
指
定
）
を
受
け
た
こ

と
や
、
ま
ち
づ
く
り
審
議
会
の
委

員
な
ど
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。

　
続
い
て
、
９
町
村
の
財
産
お
よ

び
債
務
は
す
べ
て
高
山
市
に
引
き

継
ぐ
こ
と
や
、
建
設
計
画
の
策
定

方
針
な
ど
、
５
議
案
が
協
議
さ
れ

ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
次
号
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

建
設
計
画
策
定
方
針

　
市
建
設
計
画
を
次
の
趣
旨
に
基

づ
き
策
定
す
る
方
針
が
決
定
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
、
原
案
を

来
年
の
１
月
末
ま
で
に
作
成
し
、

３
月
ま
で
に
策
定
さ
れ
る
予
定
で

す
。

趣
　
旨

◎
住
民
福
祉
の
向
上
と
、
地
域
の

均
衡
あ
る
発
展
、
速
や
か
な
一
本

化
を
促
進
す
る
た
め
の
具
体
的
な

方
向
を
示
す
。

◎
高
山
市
の
総
合
計
画
を
踏
ま
え
、

９
町
村
の
総
合
計
画
を
尊
重
す
る

と
と
も
に
全
体
の
整
合
性
を
図
り
、

合
併
に
よ
る
効
果
が
発
揮
ま
た
は

期
待
で
き
る
新
た
な
施
策
立
案
を

視
野
に
入
れ
策
定
す
る
。

ま
ち
づ
く
り
審
議
会

　
ま
ち
づ
く
り
審
議
会
は
、
市
建

設
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
民
間
の

皆
さ
ん
の
意
見
を
聞
く
た
め
、
合

併
協
議
会
の
諮
問
機
関
と
し
て
設

置
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
委
員
は
、
10
市
町
村
か
ら
選
出

さ
れ
た
37
人
で
、
高
山
市
か
ら
は

各
種
団
体
の
代
表
な
ど
、
次
の
10

人
の
皆
さ
ん
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

蓑
谷
穆
、
小
鳥
幸
男
、
海
老
原

比
呂
美
、
胡
桃
坂
勝
、
踏
込
久

男
、
京
傳
さ
よ
子
、
中
村
勝
、

中
田
学
、
伊
藤
早
苗
、
保
崎
嘉

造
　
　
　（
敬
称
略
・
順
不
同
）

資
料
・
会
議
記
録
の
公
開

　
合
併
協
議
会
や
ま
ち
づ
く
り
審

議
会
は
、
原
則
と
し
て
公
開
で
開

催
さ
れ
ま
す
。
ま
た
資
料
や
会
議

記
録
は
、
市
役
所
１
階
市
民
コ
ー

ナ
ー
と
図
書
館
、
合
併
協
議
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。

出
前
講
座

　
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
詳
し
く

話
を
聞
き
た
い
方
に
対
し
、
出
前

講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
町
内
会
や
グ
ル
ー
プ
な
ど
５
人

以
上
の
方
が
集
ま
れ
ば
、
担
当
職

員
が
出
か
け
て
話
を
し
ま
す
。

　
希
望
さ
れ
る
方
は
、
電
話
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先
　
企
画
課

（
 
35
―
３
１
３
１
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

　
　
　
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う

　
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
フ
ロ
ン

は
、
エ
ア
コ
ン
な
ど
に
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
と
地

球
温
暖
化
を
防
止
す
る
た
め
、
昨

年
10
月
に
「
フ
ロ
ン
回
収
破
壊
法
」

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
施
行
に
よ
り
、
カ
ー

エ
ア
コ
ン
が
搭
載
さ
れ
た
車
を
廃

棄
処
分
す
る
場
合
は
、「
自
動
車

フ
ロ
ン
券
」
に
よ
り
フ
ロ
ン
回
収

な
ど
に
要
す
る
費
用
（
１
台
あ
た

り
２
５
８
０
円
）
を
負
担
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
自
動
車
フ
ロ
ン
券
は
、
全
国
の

郵
便
局
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
・

サ
ー
ク
ル
Ｋ
な
ど
）
で
お
求
め
い

た
だ
き
、
車
と
一
緒
に
引
き
取
り

業
者
に
渡
し
ま
す
。

▼
問
合
先
　
環
境
資
源
課

（
 
35
―
３
１
３
８
）

フ
ロ
ン
の
回
収
に
は

　
　 

個
人
負
担
が
必
要
で
す

観
光
協
会
が

　
国
土
交
通
大
臣
賞
を
受
賞

市長と語る会

表彰状を受け取る蓑谷会長(右)表彰状を受け取る蓑谷会長(右)

　
 
飛
騨
高
山
観
光
協
会
が
、
創

意
と
工
夫
を
生
か
し
た
個
性
的
な

地
域
づ
く
り
に
顕
著
な
功
績
が
あ
っ

た
団
体
に
贈
ら
れ
る
「
地
域
づ
く

り
表
彰
」
で
最
高
の
賞
に
当
た
る

「
国
土
交
通
大
臣
賞
」
を
受
賞
し

ま
し
た
。

　
こ
れ
は
地
域
住
民
と
行
政
が
一
体

と
な
っ
て
観
光

を
中
心
と
し
た

地
域
づ
く
り
を

進
め
た
こ
と
に

よ
り
、
国
内
屈

指
の
観
光
地
と

な
っ
た
こ
と
が

評
価
さ
れ
た
も

の
で
す
。

確
定
申
告
は
お
早
め
に

確
定
申
告
と

  

市
・
県
民
税
の
申
告
相
談
は
17
日
か
ら

申
告
相
談
（
市
役
所
）
は
土
曜
日
も
受
け
付
け
ま
す

　
平
成
14
年
分
の
所
得
税
の
確
定

申
告
の
受
け
付
け
が
、
２
月
17
日

 
か
ら
３
月
17
日
 
ま
で
高
山
税

務
署
で
行
わ
れ
ま
す
（
土
日
を
除

く
）。

　
ま
た
、
市
・
県
民
税
の
申
告
相

談
も
、
同
じ
期
間
、
市
役
所
地
下

市
民
ホ
ー
ル
で
受
け
付
け
ま
す

（
日
曜
日
を
除
く
）。
時
間
は
、
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
ま

で
（
土
曜
日
は
午
前
９
時
〜
午
後

４
時
）
で
す
。

　
申
告
期
限
が
近
づ
く
と
、
た
い

へ
ん
混
雑
し
ま
す
。
早
め
に
申
告

準
備
を
済
ま
せ
、
余
裕
を
持
っ
て

お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
申
告
書
は

郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。
用
紙

が
必
要
な
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

申
告
の
必
要
な
方

　
今
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

住
民
登
録
が
あ
り
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
（
所
得
税
の
確

定
申
告
を
し
た
方
・
年
末
調
整
を

し
た
方
を
除
く
）

∇
給
与
所
得
者
で
勤
務
先
か
ら
給

与
支
払
報
告
書
が
市
へ
提
出
さ
れ

て
い
な
い
方
（
日
雇
や
パ
ー
ト
な

ど
を
含
む
）

∇
農
業
・
不
動
産
・
譲
渡
所
得
等

が
あ
っ
た
方

∇
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
方

（
所
得
金
額
の
多
少
に
か
か
わ
ら

ず
）

∇
障
害
者
・
母
子
家
庭
等
、
福
祉

医
療
に
該
当
す
る
方

∇
医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う

と
す
る
方

申
告
に
必
要
な
も
の

∇
申
告
用
紙

∇
認
印

∇
源
泉
徴
収
票

∇
農
業
所
得
の
あ
る
方
は
収
支
明

細
が
わ
か
る
帳
簿
類

∇
社
会
保
険
料
、
医
療
費
、
生
命
・

損
害
保
険
料
等
の
領
収
書
や
証
明

書

∇
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
方
は
、
配
偶
者
の
所
得
が

わ
か
る
も
の

▼
問
合
先
　
税
務
課

（
 
35
―
３
１
３
６
）

無
料
税
務
相
談
を
開
催

　
名
古
屋
税
理
士
会
高
山
支
部
に

所
属
す
る
税
理
士
が
、
税
金
の
相

談
を
無
料
で
受
け
付
け
ま
す
。

◇
期
間
　
２
月
19
日
 
〜
25
日

　
 
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

◇
時
間
　
午
前
９
時
30
分
〜
午

　
後
４
時

◇
場
所
　
市
民
文
化
会
館
２
―
５

▼
問
合
先
　
高
山
税
務
署

（
 
32
―
１
０
２
０
）

市
町
村
合
併
コ
ー
ナ
ー

新
し
い
市
の
建
設
計
画
は
来
年
３
月
ま
で
に
策
定

　
合
併
後
の
基
盤
整
備
な
ど
の
基
本
と
な
る
「
市
建
設
計
画
」
策
定

の
方
針
が
決
定
さ
れ
、
飛
　
地
域
合
併
協
議
会
に
お
い
て
、
ま
ち
づ

く
り
審
議
会
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
協
議
が
進
め
ら
れ
ま
す
。


